
 

 芝山町中高層建築物指導要綱を次のように定める。 

  令和３年４月１５日 

芝山町長 相川 勝重   

芝山町告示第３３号 

   芝山町中高層建築物指導要綱 

 芝山町中高層建築物指導要綱（平成１３年芝山町告示第３７号）の全部を改正する。 

 （目的） 

第１条 この要綱は、中高層建築物の建築に関し、建築主及び周辺関係者が相互の立場を尊

重し誠意を持って協力するよう努めるために必要となる手続等について定めることにより、

建築主の責任及び協力の下、着実に履行され、紛争を未然に防止することを図り、もって

地域の良好な住環境を保全し、調和のある地域社会の実現に寄与することを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において使用する用語は、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下

「法」という。）及び建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号）において使用する用

語の例による。 

２ この要綱において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に定めるところによる。 

 （１） 中高層建築物 別表（あ）の欄に掲げる各地域にある同表（い）の欄に掲げる建築

物をいう。 

 （２） 建築主 法第２条第１６号の建築主をいう。 

 （３） 周辺関係者 次のいずれかに該当する者をいう。 

   ア 冬至における午前９時から午後３時まで、中高層建築物の日影を受ける敷地に居

住する者 

   イ 中高層建築物による電波障害等の影響を受けるおそれのある居住者 

 （事前協議等） 

第３条 建築主は、第５条に規定する協議結果の報告書等を提出する前に、周辺関係者に建

築計画を説明し、協議しなければならない。 

２ 建築主及び周辺関係者は、一方から中高層建築物の建築計画について協議を求められた

場合はこれに応じるよう努めるとともに、協議の内容について協定の締結を求められた場

合は締結するよう努めるものとする。 

３ 建築主及び周辺関係者は、中高層建築物の建築に関して生じた紛争について、相互の立

場を尊重し、誠意を持って解決するよう努めなければならない。 

 （計画の公開） 

第４条 建築主は、中高層建築物の計画の概要を周辺関係者に周知するため、中高層建築物

建築予定地の見やすい場所に、建築計画の概要を記載した標識（別記第１号様式）を前条

第１項の規定による事前協議を行う前に設置しなければならない。 

２ 建築主は、前項の標識を設置後、直ちに標識設置報告書（別記第２号様式）を町長に提

出しなければならない。 

 （協議結果の報告書等の提出） 

第５条 建築主は、第３条第１項の事前協議の結果について、原則として法第６条第１項の



 

確認の申請又は法第１８条第２項の計画の通知を行う３０日前までに、次に掲げる図書（以

下「協議結果の報告書等」という。）を町長に提出しなければならない。 

 （１） 建築計画書（別記第３号様式） 

 （２） 案内図 縮尺２，５００分の１程度 

 （３） 配置図 縮尺２００分の１程度 

 （４） 平面図、立面図及び断面図 縮尺２００分の１程度 

 （５） 時間日影図及び等時間日影図 縮尺２００分の１程度 

 （６） テレビ電波障害予測範囲図 縮尺２，５００分の１程度 

 （７） 事前協議結果報告書（別記第４号様式） 

 （８） 付近状況図 縮尺５００分の１程度 

 （受理済証の交付） 

第６条 町長は、協議結果の報告書等の記載内容についての整合性を確認した場合は、建築

主に受理済証（別記第５号様式）を交付するものとする。この場合において、建築主は、法

第６条第１項の確認の申請又は法第１８条第２項の計画の通知を行う前に、受理済証の交

付を受けるよう努めなければならない。 

 （計画の変更） 

第７条 建築主は、中高層建築物の計画を変更しようとするときは、速やかに計画変更届（別

記第６号様式）を町長に提出しなければならない。 

２ 前項の場合において、計画の変更により周辺関係者が追加されたときは、当該周辺関係

者について付近状況図及び事前協議結果報告書を速やかに提出し、及び変更前の周辺関係

者についても改めて協議結果を速やかに提出しなければならない。 

 （増築等に関する規定の準用） 

第８条 第３条から前条までの規定は、既存建築物の増築等により中高層建築物となる場合

について準用する。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この告示は、公示の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この告示は、施行の日以後に中高層建築物の建築又は計画の変更に伴い標識を設置する

場合に適用し、この告示による改正前の芝山町中高層建築物指導要綱（平成１３年町告

示第３７号）に基づく説明及び協議を開始した建築主については、なお従前の例による。 

 

別表（第２条関係） 

（あ） （い） 

地   域 対象建築物 

第一種住居地域 高さが１０メートルを超える建築物 

その他の地域 高さが１５メートルを超える建築物 

 

 


